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１．令和６年（２０２４年）６月２５日午前１０時 

  豊中市教育委員会会議を豊中市教育センター研修室に招集する。 

 

２．本日の出席委員等 

教 育 長 岩 元   義 継 

教育長職務代理者 山 野   佳世子 

委      員 赤 尾   勝 己 

委      員 松 本   裕 美 

委      員 堀 田   博 史 

委      員 黒 田   久美子 

 

３．本日の議事日程 

第１         議事録署名委員の指名について 

第２         前回議事録の承認について 

第３         教育長等の報告について 

  第４（報告第２８号） 専決処分の報告について 

第５（議案第２９号） 公民館条例施行規則の一部を改正する規則の設定につい   

           て 

第６（議案第３０号） 豊中市公民館運営審議会委員の委嘱について 

第７（議案第３１号） 豊中市立図書館協議会委員の解任及び任命について 

第８（議案第３２号） 豊中市社会教育委員の解嘱及び委嘱について  
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４．本日の出席事務局職員 

事 務 局 長   長 坂   吉 忠  

教 育 政 策 監   中 尾  栄 一 

理 事   堤   昌 子 

次長兼教育総務課長   田 上  淳 也 

次長兼学校給食課長   勝 井   隆 文 

次 長 兼 教 職 員 課 長   森 山  幸 雄 

教 育 総 務 課 長 補 佐   松 村   有 

教 育 総 務 課 長 補 佐   大 森  紀 子 

学 務 保 健 課 長   中 積   崇 

学 校 施 設 管 理 課 長   桑 田  篤 志 

社 会 教 育 課 主 幹   久 住   浩 一 

読 書 振 興 課 長   西 口   光 夫 

豊中市教育センター所長   森  真 理 子 

学 校 教 育 課 長   花 山     司 

児 童 生 徒 課 長   井 上  倫 子 

学 び 育 ち 支 援 課 長   松 本   光 真 

学び育ち支援課主幹   津 田   晋 

中 央 公 民 館 長   本 田   光 直 

 

５．本日の書記 

教育総務課総務係長   南     幸 太 

教 育 総 務 課 主 査   外 園   博 人 

教育総務課事務職員   塩 塚   明 良 
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― 議 事 ― 

                                      

岩元教育長 

 会議の開催前にご報告させていただきます。 

私の教育長としての任期が６月１５日で満了いたしましたが、この６月１６日付

で再任いたしました。次の３年間も皆さんとともに、豊中市の教育行政の推進に努め

てまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開催します。 

 まず、本日の教育委員会会議の進行について、委員の皆さんにお諮りします。 

 会議時間の短縮のため、本日の会議の進行については、議事日程の朗読や議案等の

朗読は省略したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

 それでは、本日の教育委員会会議の進行につきましては、議事日程の朗読や議案の

朗読は、省略させていただきます。 

 本日の会議の成立要件をご報告ください。 

 

南書記 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、教育長及

び在任委員の過半数が出席されておりますので、本日の会議は有効に成立しているこ

とを報告いたします。 

 

岩元教育長 

 本日の議事日程については、議案書の１ページに記載のとおりです。 

  

山野委員 

 動議を提出いたします。 

日程第６から日程第８までの３案件につきましては、人事行政の公正かつ適切な

執行の確保とプライバシー保護を要する案件であることから、秘密会で審議すること

の動議を提出いたします。 
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岩元教育長 

ただいま、山野委員より日程第６から日程第８までの３案件について、秘密会で

審議することの動議が提出されましたが、この件についてご異議ございませんでしょ

うか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議ございませんので、日程第６から日程第８までの３案件について秘密会で

審議することを決定いたします。 

日程第１・議事録署名委員の指名につきましては、今回は堀田委員と松本委員に

お願いいたします。 

日程第２・前回議事録の承認につきましては、既に会議録を委員の皆様方に配付

しております。また、署名委員の御署名をいただいておりますので、原案のとおり承

認することにご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議ございませんので、前回議事録の承認につきまして、原案のとおり承認す

ることにいたします。 

続きまして、日程の第３・「教育長等の報告について」を議題といたします。 

まず一点目、私から教育表彰式について報告いたします。 

５月１９日、市立文化芸術センターで憲法記念日市長表彰と合同で執り行いまし

た。 

今年度は児童生徒表彰で４名３団体、教育功労者表彰で１６名、青少年指導者表

彰で４名、その他顕著な功績があった２名１団体の合計２６名、４団体が受賞されま

した。 

当日は日本センチュリー交響楽団の演奏による国歌・市歌の斉唱に続き、表彰状

贈呈式が行われ、その後、受賞者を代表し、にじいろ文庫代表の昇麗子さんから受賞

のご挨拶がございました。 

セレモニー終了後、受賞者と記念集合写真を撮るなど交流を深め、功績に対して

謝意を伝えることができました。 
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以上、有意義な式典になりましたことをご報告いたします。 

 

長坂事務局長 

私から学校での行事について報告いたします。 

まずは、この春に実施されました運動会について、小学校では５月に３校、６月

に１校が実施いたしました。 

熱中症対策を講じながら、子どもたちは練習の成果を発揮し、競技や演技に取り

組んでいました。参観された保護者の方々は、子どもたちの頑張る姿を心より応援さ

れていたと聞いております。 

なお、今回実施しました４校以外の市立学校につきましては、９月以降の実施を

予定しております。 

次に、宿泊行事につきましては昨年度に引き続き、保護者負担費無償化により修

学旅行で小学校２３校、中学校１３校、義務教育学校１校で、林間学校等で小学校が

１４校、中学校が８校、義務教育学校１校で催行されました。平和学習や自然体験活

動等を通して、子どもたちは平和や命の尊さ自然の大切さを学ぶとともに、友達との

つながりをさらに深める機会となりました。残りの学校についても順次宿泊行事を実

施してまいります。 

 

岩元教育長 

ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

（ありませんの声あり） 

 

岩元教育長 

それでは、特にないようですので日程第３・「教育長等の報告について」を終了

することにいたします。 

続きまして、日程第４・議案第２８号・「令和５年度（２０２３年度）教育委員

会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に係る諮問について」を

議題といたします。内容の説明をお願いします。 

 

田上次長 

議案第２８号・令和５年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価に係る諮問につきまして、内容の御説明を申し上げます。 



－ 6 － 

議案書の２ページから８９ページまでを、御覧願います。 

本件は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に

ついて、豊中市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価委員会規則第２条の規

定に基づき、諮問するものでございます。 

諮問の内容といたしましては、評価結果について、その他点検及び評価に関する

事項についての２点でございます。 

以上、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

岩元教育長 

ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

（ありませんの声あり） 

 

岩元教育長 

それでは特にないようですので、日程第４・議案第２８号・「令和５年度（２０

２３年度）教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に係

る諮問について」、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議ございませんので、日程第４・議案第２８号・「令和５年度（２０２３年

度）教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に係る諮問

について」、原案のとおり決定することにいたします。 

続きまして日程第５・議案第２９号・「公民館条例施行規則の一部を改正する規

則の設定について」を議題といたします。内容の説明をお願いします。 

 

田上次長 

議案第２９号・公民館条例施行規則の一部を改正する規則の設定につきまして、

内容の御説明を申し上げます。 

議案書の９０ページ及び９１ページをご覧願います。 

本件は、市内事業者による公民館利用の拡充に向けて、新たに許可することに伴

い、公民館の施設の使用承認の申込みに関する規定を改正するものでございます。 
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なお、施行日は、令和６年１０月１日からとしております。 

以上、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

岩元教育長 

ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

（ありませんの声あり） 

 

岩元教育長 

それでは特にないようですので、日程第５・議案第２９号・「公民館条例施行規

則の一部を改正する規則の設定について」、原案のとおり決定することにご異議ござ

いませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議ございませんので、日程第５・議案第２９号・「公民館条例施行規則の一

部を改正する規則の設定について」、原案のとおり決定することにいたします。 

以上で、公開の会議は終わります。 

 

 


